
無利子貸付制度の概要

民有護岸等の耐震改修に係る無利子貸付制度
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◇対象施設のイメージ： 図中の赤色の施設
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石油桟橋 耐震強化岸壁または石油桟橋に至る航路・泊地

○ 護岸等の改修のための資金のうち最大６割を港湾管理者・国より無利子で借り受けることができる。

◇対象地域：
地図中の着色された地域

• 首都直下地震緊急対策区域

• 南海トラフ地震防災対策推進地域

• 日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震防災対策推進地域

（R7.4時点）

＜制度活用のための要件＞

• 対象港湾： 右図の対象地域内にある重要港湾以上の港湾
• 対象施設： 耐震強化岸壁または石油桟橋に至る航路・泊地沿いの護岸、岸壁、物揚場
• 適用要件： ① 港湾管理者が港湾計画に上記航路・泊地を位置づける。

② 施設所有者は、国土交通省から無利子貸付事業の認定を受ける。

制度活用のための要件


